
別表（第３条関係）

　注　処分等の回数の算定に当たり、当該処分等を受けた日を起算日として２年以上経過したものは算定の対象から除外する。

区分 該当条項 違反行為 処分等 備考

１回目：文書警告又は指定の効力の停止（７日以内） 文書警告とするか、指定の効力の停止とするかは、委員会にて決定する。

２回目：指定の効力の停止（１月以内）

３回目以降：指定の効力の停止（６月以内）又は指定の取消し 指定の効力の停止とするか、指定の取消しとするかは、委員会にて決定する。

条例第７条の６第二号 偽りその他不正な手段により、条例第７条の指定を受けたとき。 指定の取消し

条例第７条の６第三号 条例第７条の３第１項に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。 指定の取消し

条例第７条の６第四号 条例第７条の３第２項第一号又は第二号に該当するに至ったとき。 指定の取消し

条例第７条の６第五号 法人の代表者が条例第７条の６第四号に該当するとき。 指定の取消し

１回目：指定の効力の停止（３月以内）

２回目以降：指定の効力停止（６月以内）又は指定の取消し 指定の効力の停止とするか、指定の取消しとするかは、委員会にて決定する。

１回目：文書警告又は指定の効力の停止（７日以内） 文書警告とするか、指定の効力の停止とするかは、委員会にて決定する。

２回目以降：指定の効力の停止（１月以内）

条例第７条の１１第一号
条例第７条の３第２項第二号又は条例第７条の８第５項第一号に該当するに
至ったとき。

登録の取消し

１回目：文書警告又は登録の効力の停止（７日以内） 文書警告とするか、登録の効力の停止とするかは、委員会にて決定する。

２回目：登録の効力の停止（１月以内）

３回目以降：登録の効力の停止（６月以内）又は登録の取消し 登録の効力の停止とするか、登録の取消しとするかは、委員会にて決定する。

１回目：文書警告

２回目以降：登録の効力の停止（１月以内）

条例第７条の１１第三号 偽りその他不正な手段により、条例第７条の７の登録を受けたとき。 登録の取消し

条例第７条の１５第一号
条例第７条の１３第１項各号又は第２項第一号に規定する要件に適合しなくなっ
たとき。

指定の取消し

１回目：文書注意又は文書警告 管理者の指示に従い、改善措置を講じるよう文書にて注意又は警告する。

２回目：事務の停止（一部又は全部） 停止の範囲及び期間は、委員会で決定する。

３回目以降：指定の取消し

条例第７条の１５第三号
天災その他管理者がやむを得ないと認める事由により試験等事務を行うことが
困難となつたとき。

事務の停止（一部または全部） 停止の範囲及び期間は、委員会で決定する。

指
定
試
験
等
機
関
に
係
る
も
の

条例第７条の６第六号

条例第７条の１４第３項に規定する指示に従わないとき。条例第７条の１５第二号
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条例第７条の１１第二号

条例第４条第１項の規定による届出がなされていない排水設備の新設等の工
事を施行したとき。

条例第７条の１０の規定に違反する排水設備の新設等の工事の施行に関する
技術上の管理をしたとき。

条例第７条の１０の規定に違反する排水設備の新設等の工事の施行に関する
技術上の管理をするおそれがあるとき。

その施行する排水設備の新設等の工事が、下水道施設の機能に障害を与えた
とき。

その施行する排水設備の新設等の工事が、下水道施設の機能に障害を与える
おそれがあるとき。


